
厚生労働大臣の定める掲示事項 
１．当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

２．施設基準・指定医療機関等について 

当院では、厚生労働大臣の定める施設基準等について以下の届出を行っております。 

・外来感染症対策向上加算 ・連携強化加算 ・こころの連携指導料（Ⅱ）   

・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） ・時間外対応体制加算２ 

・電子的診療情報連携体制整備加算 3 

３．明細書発行体制について 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目

の分かる明細書を無料で発行しております。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。 

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が

代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 

４．保険外負担に関する事項について 

当院では、下記費用につきましては実費の負担をお願いしております。 

〈文書料関連〉※１※２ 

・診断書(当院書式) 

 

1,650 円（税込）／通 

・自立支援医療診断書（通院精神医療用） 1,650 円（税込）／通 

・精神障害者保健福祉手帳用診断書 2,200 円（税込）／通 

・障害年金の診断書(精神の障害用) 7,700 円（税込）／通 

・受診状況等証明書（初診証明） 3,300 円（税込）／通 

・公安委員会提出用診断書(Ｓ・Ｔ・認知)  1,650 円（税込）／通 

・医師意見書（ハローワーク提出用） 1,650 円（税込）／通 

・生命保険等入院（通院）証明書／診断書 7,700 円（税込）／枚 

・生命保険等後遺障害診断 11,000 円（税込）／枚 

・成年後見制度用診断書 3,300 円（税込）／通 

・心理検査結果報告書 5,500 円（税込）／通 

・外来診療費証明書 220 円（税込）／通 

・その他 容易な診断書、証明書、各種意見書 

・その他 一般的な診断書、証明書、各種意見書 

・その他 複雑な診断書、証明書、各種意見書 

・その他 非常に複雑な診断書、証明書、各種意見書 

・その他 特別な診断書、証明書、各種意見書 

1,650 円（税込）／通 

3,300 円（税込）／通 

5,500 円（税込）／通 

7,700 円（税込）／通 

11,000 円（税込）／通 

※１各件とも同一の内容の文書を２通以上作成する場合、所定金額の半額を加算 

※２各件とも英文にて文書を作成する場合、所定金額の同額を加算 

〈その他〉 

・FAX 代 

・コピー代 

 

10 円（税込）／回 

モノクロ片面 20 円（税込）／枚 

カラー片面 30 円（税込）／枚 

・家族相談料※３ 5,500 円（税込）／回 

・診察予約料（選定療養費）※4 3,300 円（税込）／回 

※３当院への受診が一度もなく、ご家族様より治療等のご相談を医師が受けた場合 

※4 診察予約（選定療養費）を行う日時：月～土（祝日を除く）8：45～12：00  

 

なお、衛生材料等の治療（看護行為）及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の

曖昧な名目での費用の徴収は、一切行っておりません。 

５．院内感染対策に関する取り組み事項について 

別途「院内感染対策に関する取り組み事項」を掲示しております。 

６．個人情報の利用目的について 

別途「当法人における個人情報の利用目的」を掲示しております。 

 



７．⾧期処方・リフィル処方箋について 

当院では患者様の状態に応じ、28 日以上の⾧期処方及びリフィル処方せんを発行することが可能な医療機関です。 

８．医療 DX 推進体制について 

当院では、質の高い診療を実施するため、以下の体制を整備しています。 

・オンライン請求を行っています。 

・オンライン資格確認を行う体制を有しています。 

・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。 

・マイナ保険証の利用を促進しています。 

・医療 DX を通じて、より安全で質の高い医療の提供に努めてまいります。 

９．時間外対応について 

当院では、継続して受診されている患者様からの診療時間外のお問い合わせに対応できる体制を整えています。 

緊急時は、次の電話番号へご連絡ください。 

TEL:0572-54-9813 

お電話の内容に応じて、医師又は担当者が対応いたします。 

必要に応じて診療や他の保険医療機関への紹介等、適切に対応いたします。 

 

令和 8 年 7 月１日 社会医療法人聖泉会 聖十字クリニック 


